
静 情 審 第 ３ 号

令和８年５月１日

静岡県知事 様

静岡県情報公開審査会

会 長 下 田 明 宏

静岡県情報公開条例第19条の規定に基づく諮問について（答申）

令和７年３月13日付け静土用第32-６号による下記の諮問について、別紙のとおり答

申します。

記

特定工事において実施したとされる土地測量の面積に関する文書の非開示決定に

対する審査請求（諮問第270号）
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別紙

１ 審査会の結論

静岡県知事（以下「実施機関」という。）の決定は妥当である。

２ 審査請求に至る経過

(1) 令和６年12月16日、審査請求人は、静岡県情報公開条例（平成12年静岡県条例

第58号。以下「条例」という。）第６条の規定により、実施機関に対し、別記

１に掲げる公文書の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行い、同日、

実施機関は、本件開示請求を受け付けた。

(2) 令和７年１月６日、実施機関は、本件開示請求の対象となる公文書（以下「本

件対象公文書」という。）を作成又は取得していないため保有していないとし

て、公文書非開示決定（以下「本件決定」という。）を行い、審査請求人に通

知した。

(3) 令和７年２月19日、審査請求人は、本件決定を不服として、行政不服審査法

（平成26年法律第68号）第２条の規定により実施機関に対し審査請求を行い、

同日、実施機関は、これを受け付けた。

３ 審査請求人の主張要旨

審査請求の趣旨は、本件決定を取り消し、本件対象公文書を開示するよう求め

るものであり、審査請求人が審査請求書及び意見書で主張している審査請求の理

由は、おおむね次のとおりである。

(1) 測量した書類は土木事務所に有ると信じている。

(2) 測量をやっているのに法務局へ届けていない。杭の確認をやるのに、やる時

に地主を呼ばないで測量した。

(3) 実施機関は書類があるのに見せてくれない。弁護士と行ったら取り外されて

いた。

４ 実施機関の主張要旨

実施機関が弁明書で述べている主張は、おおむね次のとおりである。

(1) 公共工事に必要な用地を買収する場合、公簿地積による買収と、実測地積によ

る買収の２つの方法がある。各地権者の用地買収対象面積を確定させるために

対象地の測量を行った上で買収するのが実測地積による買収であり、通常、こ

の方式をとる。しかし大内遊水池の場合は、大部分を公簿地積による買収とし

た。

(2) 公簿地積での買収とは、遊水地事業など大規模に買収を行う場合に適用され、

過去に土地改良法による換地処分がされた土地であり、全筆買収する、という
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条件を満たす画地について、実測を行わずに公簿に記載された地積で買収した

ということを意味する。公簿買収とすることについては事前説明会で説明し、

地権者会の合意を得た上で実施している。大内遊水池は広大であり買収対象地

も多く、筆ごとに隣接地権者を含めた立会を行うと相応の準備期間を要するこ

と、費用が１筆あたり数十万円かかることを考慮すると、全ての筆を実測し買

収する通常の方式は最適ではないと判断し、公簿地積での買収とした。なお、

分筆した土地や一部にあった換地外の土地については画地ごとに用地実測を実

施し、買収した。

(3) 大内地区を公簿地積で買収するにあたり、昭和50年10月に地区で実施された土

地改良法による換地の測量精度を検証するため、事前に事業地を大まかに５つ

のブロックに分け、それぞれのブロック全体の測量を実施、公簿面積の計と比

較することで正確性を確認したとのことである。審査請求人が所有していた４

筆も全筆買収であったため、実測せず公簿地積で買収した。そのため、関連地

権者による境界立会も行われていない。

(4) 審査請求人が求める文書は、実測地積での売買における「確定測量図」を指し

ていると思われるが、確定測量図を作成するには関連地権者による境界立会が

必須であり、境界立会を経て筆界確認書を取り交わした上でないと確定測量図

は作成できないため、境界立会が行われていない時点で、文書は不存在となる。

(5) 審査請求人は、今回請求と同一内容の開示請求を過去５回行い、当所属でいず

れも非開示決定（文書不存在）を行った。これに対し審査請求人は、前制度に

よる異議申立てを含め２回審査請求し、今回が３回目の審査請求である。過去

２回の請求はいずれも原処分妥当との答申を受け、裁決の結果、請求を棄却し

た。

５ 審査会の判断

当審査会は、本件決定について審査した結果、以下のとおり判断する。

(1) 本件対象公文書について

本件対象公文書は、二級河川巴川（大内遊水地）下水道関連特定治水施設整備

（総合治水）工事（以下「本件工事」という。）に関し、静岡市清水区の４筆の

土地（以下「本件対象地」という。）で測量が実施されたことを前提とした、本

件対象地の測量面積を記した文書である。

実施機関は、本件対象公文書を取得も作成もしておらず保有していないとして、

条例第11条第２項の規定に基づき、不存在を理由とする本件決定を行った。

これに対し、審査請求人は、本件決定を不服とし、本件決定の取消しを求めて

審査請求を提起したものであることから、以下、本件対象公文書を不存在とした

ことの当否について検討する。

(2) 本件対象公文書の不存在について
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審査請求人は、平成25年７月29日に、本件対象地で測量が実施されたことを前

提とした、本件開示請求と同内容の公文書の開示請求を行った。

これに対し、実施機関は、本件対象地については、公簿面積による全筆買収で

あったことから実測測量を実施していないとして、平成25年８月12日付けで、本

件決定と同様、非開示（不存在）決定を行ったが、審査請求人は、これを不服と

して行政不服審査法（昭和37年法律第160号）第６条に基づく異議申立てを行っ

た。

当審査会は、平成25年10月16日付け静土用第29-２号により実施機関から諮問

を受け、平成26年３月24日付け静情審第64号（以下「先例答申」という。）にお

いて、別記２のとおり、本件対象地を含む土地１筆ごとの測量を実施していない

とする事実を前提に、実施機関の決定を妥当と判断した。

審査請求人は、本件審査請求において、先例答申に係る事案におけると同様の

主張を繰り返しているといわざるを得ず、新たな主張や根拠の提示はなされてい

ない。そうすると、当審査会が先例答申において示した本件対象地における測量

実施に係る実施機関の主張についての判断を変更すべき事由も認められない。

したがって、本件対象公文書を保有していないとする実施機関の説明に不自然、

不合理な点は認められない。

よって、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。
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別記１ 開示請求の内容

二級河川巴川（大内遊水地）下水道関連特定治水施設整備（総合治水）工事

に関し実施した以下の土地の面積に係る測量面積

静岡市清水区○○

静岡市清水区○○

静岡市清水区○○

静岡市清水区○○

別記２ 平成26年３月24日付け静情審第64号 答申内容抜粋

５ 審査会の判断

(2) 用地測量を実施していないとの主張の当否について

本件対象地の買収に関し、原告○○、被告静岡県との間で争われた静岡地方

裁判所平成○年（ワ）第○号土地交換代請求事件（以下「土地交換代請求事件」

という。）の平成○年○月○日判決において「１ 上記の争いのない事実、証

拠（甲４～７）及び弁論の全趣旨によると、以下の事実を認めることができる。

（中略）(2)本件各土地は、昭和50年10月、土地改良法による換地処分を受けた。

(3)被告は、昭和57年以降、巴川流域整備計画を策定し、平成10年以降、清水市

（当時）○○地区の役員、関係者や事業による買収予定地（以下「買収予定地」

という。）の地権者に対して順次事業計画等に係る説明会を実施した。被告は、

買収予定地のうち、土地改良法による換地処分がされた土地(以下｢換地処分地｣

という。)を全筆買収する場合には、公簿面積が実測により登記されたものであ

ることを前提に、測量を行わずに公簿面積で、同法による換地処分がされてい

ない土地及び分筆買収する場合には、測量を行って実測面積でそれぞれ取得す

ることとし、平成12年９月30日以降、同法による換地処分がされていない土地

及び分筆買収する土地について用地測量を行った。(4)被告は、平成12年12月19

日、買収予定地の地権者部会との間で、換地処分地を全筆買収する場合には公

簿面積で、その他の場合には実測面積で現況地目による１平方メートル当たり

の単価（田６万5000円、畑６万5700円、雑種地７万5600円、宅地13万円）を

もって買収することを合意した。（中略）３ これを本件についてみるに、上

記１認定事実によると、原告と被告は、換地処分地である本件各土地の公簿面

積が実測によるものであることを前提に、本件各土地について公簿面積に１平

方メートル当たり７万5600円前後を乗じて本件各土地の価格を定めたというの

である。これらの事実によると、原告は、本件契約において、換地処分地であ

る本件各土地の地積を表示し、これを基礎として代金額が定められたというべ

きであるから、本件契約のうち本件各土地の売買に関する部分は、数量指示売

買に当たるというべきである。そして、原被告間において、本件各土地の地積

が本件公簿面積を超過する場合、被告において超過部分の代金を追加して支払
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う旨の合意がないことは当事者間に争いがない。」と事実認定され、判決は確

定している。このことから、本件対象地は換地処分された土地であり、公簿面

積が実測によるものであることを前提に、公簿面積に１平方メートル当たりの

単価を乗じた額で土地売買契約を行っているため、用地測量を実施していない

とする実施機関の主張は合理的であると認められる。

別記３ 審査会の処理経過

静岡県情報公開審査会委員の氏名等（氏名は、五十音順）

年 月 日 処 理 経 過 審 査 会

令和７年 ３月 21 日 諮問書を受け付けた。

令和８年 ４月 28 日 審議、答申 第 399 回

氏 名 職 業 等 調査審議した審査会

加 藤 裕 治 静岡文化芸術大学文化政策学部教授 第 399 回

加 納 江 理 静岡県立大学看護学部講師 第 399 回

久 保 田 誠 実 弁護士 第 399 回

下 田 明 宏 静岡産業大学経営学部特任教授 第 399 回

森 下 文 雄 弁護士 第 399 回


